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■時 
日
時
　
■場 
会
場
　
■内 
内
容
　
■対 
対
象
　
■定 
定
員
　
■費 
参
加
費
　
■申 
申
し
込
み
　
■問 
問
い
合
わ
せ
　
■ＨＰ 
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
　
■メール 
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
　
■他 
そ
の
ほ
か
　
■携 
携
帯
電
話

凡
例

平
成
　
年
度
食
品
衛
生
講
習
会

24

【
印
旛
支
部
】

■時 
5
月
9
日
我
・
午
後
2
時
～
3
時

　
分
（
受
け
付
け
1
時
～
1
時
　

50

50

分
）。

■場 
印
旛
公
民
館
（
瀬
戸
）。

【
印
西
支
部
】

■時 
5
月
　
日
牙
・
午
後
2
時
～
3
時

10

　
分
（
受
け
付
け
1
時
～
1
時
　

50

50

分
）。

■場 
文
化
ホ
ー
ル
（
大
森
）。

噛
両
支
部
共
通

■費 
【
組
合
員
】
講
習
会
1
街
0
0
0

円
、
検
便
7
0
0
円
、
水
質
検
査

（
　
項
目
）
6
街
0
0
0
円
。

10
【
組
合
員
以
外
】
講
習
会
3
街
0
0

0
円
、
検
便
1
街
4
1
0
円
、
水
質

検
査
（
　
項
目
）
7
街
0
0
0
円
。

10

■他 
食
品
衛
生
自
主
管
理
簿
、
筆
記
用

具
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
受
講
修
了
者
に
は
、
受
講
済
票
を

交
付
し
ま
す
の
で
、
必
ず
店
舗
な
ど

に
掲
示
し
て
く
だ
さ
い
。

■問 
印
旛
保
健
所
管
内
食
品
衛
生
協
会

印
旛
支
部
・
西
宮
（
緯
碓98 
0
4
0
0
）、

印
西
支
部
・
香
取
（
緯
碓42 
2
1
2
0
）。

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
組
合
無
料
セ
ミ

ナ
ー
お
よ
び
個
別
相
談
会

■時 
5
月
　
日
蚊
・【
管
理
組
合
向
け

27

無
料
セ
ミ
ナ
ー
】
午
前
　
時
～
　
時

10

11

　
分
、【
無
料
個
別
相
談
会
】
午
後
1

30時
　
分
～
3
時
　
分
。

30

30

■場 
ふ
れ
あ
い
文
化
館
（
原
）。

■対 
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
組
合
・
役
員
お

よ
び
区
分
所
有
者
な
ど
。

■費 
無
料
。

■申 
電
話
、
F
A
X
ま
た
は
メ
ー
ル
で

左
記
へ
（
先
着
4
組
）。

■問 
一
般
社
団
法
人
首
都
圏
マ
ン
シ
ョ

ン
管
理
士
会
千
葉
県
支
部
・
今
川

（
緯
／
胃
0
4
7
―
4
4
5
―
1
2

9
7
、
■メール m

i-5
2
5
@
jc
o
m
.h
o

m
e
.n
e
.jp

）。

印
西
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の

縦
覧
と
公
聴
会

　
千
葉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
事
業
の
見
直

し
に
伴
い
、
関
連
す
る
都
市
計
画
の

変
更
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
県
お
よ
び
市

で
都
市
計
画
の
案
の
概
要
を
と
り
ま

と
め
ま
し
た
の
で
、
今
後
、
都
市
計

倒
産
・
解
雇
・
雇
い
止
め
な
ど
に
よ

る
離
職
さ
れ
た
人
の
国
民
健
康
保

険
税
の
軽
減

　
平
成
　
年
3
月
　
日
以
降
に
倒

21

31

産
・
解
雇
な
ど
に
よ
り
離
職
（
特
定

受
給
資
格
者
）
さ
れ
た
人
や
雇
い
止

め
な
ど
に
よ
り
離
職
（
特
定
理
由
離

職
者
）
を
さ
れ
た
人
は
、
国
民
健
康

保
険
税
軽
減
申
請
書
を
提
出
す
る
こ

と
で
、
保
険
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
対
象
者
は
、
離
職
日
の
翌
日
の
属

す
る
月
か
ら
そ
の
月
の
属
す
る
年
度

の
翌
年
度
末
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、

雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格
者
・
雇

用
保
険
の
特
定
理
由
離
職
者
と
し
て

失
業
給
付
を
受
け
る
人
で
す
。
ま
た
、

軽
減
は
平
成
　
年
度
国
民
健
康
保
険

22

税
分
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
（
平
成
　21

年
度
分
に
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
）。

　
国
民
健
康
保
険
税
は
、
前
年
中
の

所
得
な
ど
に
よ
り
算
出
さ
れ
ま
す
。

軽
減
は
失
業
し
た
本
人
の
前
年
中
の

給
与
所
得
の
み
を
そ
の
1
0
0
分
の

　
の
金
額
と
み
な
し
て
計
算
し
ま
す
。

30　
制
度
の
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、

左
記
窓
口
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

■問 
国
保
年
金
課
保
険
税
班
（
緯
内
線

2
8
1
～
2
8
4
）。

学
生
納
付
特
例
申
請
は
お
早
め
に

　
学
生
納
付
特
例
制
度
は
、
学
生
の

在
学
期
間
中
の
国
民
年
金
保
険
料
を

後
払
い
で
き
る
制
度
で
す
。
対
象
者

は
大
学
（
院
）・
短
大
・
高
等
専
門

学
校
・
専
修
学
校
に
在
学
の
人
、
各

種
学
校
の
1
年
以
上
の
課
程
に
在
籍

し
て
い
る
人
で
本
人
の
前
年
所
得
が

1
1
8
万
円
以
下
の
人
で
す
（
海
外

の
学
校
の
学
生
は
対
象
と
な
り
ま
せ

ん
）。

　
申
請
の
届
出
が
遅
れ
ま
す
と
、
届

出
前
に
事
故
や
病
気
で
障
害
が
残
っ

て
も
、
障
害
年
金
は
支
給
さ
れ
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
早
め
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

胸
申
請
方
法
…
新
年
度
有
効
な
学
生

証
（
コ
ピ
ー
可
）
ま
た
は
在
学
証
明

書
・
年
金
手
帳
・
認
め
印
を
お
持
ち

の
う
え
、
市
役
所
で
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

　
郵
送
の
場
合
は
申
請
書
に
漏
れ
な

く
記
入
の
う
え
、
学
生
証
（
コ
ピ
ー
）

ま
た
は
在
学
証
明
書
を
添
付
し
て
左

記
へ
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
日
本
年
金
機
構
よ
り
学
生

特
例
継
続
申
請
の
は
が
き
が
届
い
て

い
る
人
は
、
学
生
証
（
コ
ピ
ー
）
は

不
要
で
す
。
必
要
事
項
を
記
入
し
返

送
し
て
く
だ
さ
い
。

■問 
国
保
年
金
課
高
齢
者
医
療
年
金
班

（
〒
2
7
0
―
1
3
9
6
印
西
市
大

森
2
3
6
4
―
2
・
緯
内
線
2
8

8
・
2
8
9
）。

年
金
相
談
所
を
開
設

　
社
会
保
険
労
務
士
に
よ
る
年
金
に

関
す
る
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。
年

金
請
求
手
続
き
や
加
入
記
録
の
確
認
、

自
動
車
税
の
納
期
内
納
付

　
自
動
車
税
の
納
期
限
は
、
5
月
　31

日
牙
で
す
。
5
月
上
旬
に
自
動
車
税

事
務
所
か
ら
納
税
通
知
書
が
送
付
さ

れ
ま
す
の
で
、
最
寄
り
の
金
融
機
関

な
ど
で
早
め
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

　
な
お
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

（
一
部
を
除
く
）
で
も
納
付
で
き
ま

す
。
詳
し
く
は
納
税
通
知
書
に
同
封

の
し
お
り
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■問 
自
動
車
税
事
務
所
（
緯
0
4
3
―

2
4
3
―
2
7
2
1
）、
佐
倉
県
税

事
務
所
（
緯
0
4
3
―
4
8
3
―
1

1
5
0
）。

軽
自
動
車
税
の
減
免

　
身
体
や
精
神
に
障
害
が
あ
り
、
歩

行
が
困
難
な
人
が
所
有
し
利
用
す
る

軽
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
身
体
障
害

者
手
帳
の
等
級
な
ど
一
定
の
条
件
を

満
た
す
場
合
、
障
害
者
1
人
に
つ
き

1
台
が
減
免
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
こ
の
軽
自
動
車
税
の
減

免
制
度
と
、
自
動
車
税
の
課
税
免
除

と
の
併
用
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
な
お
、
納
税
通
知
書
は
5
月
9
日

我
に
発
送
す
る
予
定
で
す
。

胸
申
請
方
法
…
5
月
　
日
牙
ま
で
に

24

国
保

年
金

胸年金相談所の平成24年度開催予定胸
予約受付期間会場開催日
5月1日～10日市役所附属棟255月24日牙
7月2日～12日市役所附属棟257月26日牙
8月1日～9日本埜支所1階住民相談室8月23日牙
9月3日～11日市役所附属棟259月27日牙
10月1日～10日印旛支所1階住民相談室10月25日牙
11月1日～9日市役所附属棟2511月22日牙
1月4日～10日市役所附属棟25平成25年1月24日牙
2月1日～12日市役所附属棟252月28日牙

※開催月の『広報いんざい』1日号でもお知らせしています。

そ
の
ほ
か

画
案
作
成
の
参
考
と
す
る
た
め
、
み

な
さ
ん
か
ら
の
ご
意
見
を
伺
い
た
く
、

こ
れ
ら
の
案
の
概
要
を
縦
覧
す
る
と

と
も
に
公
聴
会
を
開
催
し
ま
す
。

　
な
お
、
地
区
計
画
に
対
し
て
は
、

縦
覧
期
間
中
の
意
見
書
の
対
応
と
な

り
ま
す
。

▼
案
の
概
要
の
縦
覧

■時 
5
月
8
日
峨
～
　
日
峨
（
土
曜
日
、

22

日
曜
日
を
除
く
）・
午
前
8
時
　
分
30

～
午
後
5
時
　
分
。

15

■場 
市
都
市
計
画
課
、
千
葉
県
県
土
整

備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
（
■内 

①
～
④
の
み
縦
覧
）、
千
葉
県
県
土

整
備
部
都
市
整
備
局
下
水
道
課
（
■内 

⑤
の
み
縦
覧
）。

■内 
【
県
が
決
定
す
る
も
の
】

①
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
お

よ
び
保
全
の
方
針

②
区
域
区
分

③
道
路

④
新
住
宅
市
街
地
開
発
事
業

⑤
下
水
道

【
市
が
決
定
す
る
も
の
】

⑥
用
途
地
域

⑦
高
度
地
区

⑧
道
路

⑨
公
園

⑩
地
区
計
画

▼
公
聴
会
の
開
催

■時 
6
月
　
日
蚊
・
午
後
2
時
　
分
～
。

10

30

※
公
述
を
希
望
す
る
場
合
は
、
あ
ら

か
じ
め
申
し
出
が
必
要
で
す
。
公
述

申
し
出
が
な
い
場
合
は
公
聴
会
の
開

催
は
中
止
と
な
り
ま
す
。

■場 
中
央
駅
前
地
域
交
流
館
。

胸
公
述
人
の
資
格
…
印
西
都
市
計
画

区
域
に
住
所
の
あ
る
人
お
よ
び
利
害

関
係
人
（
法
人
を
含
む
）。

胸
公
述
の
申
し
出
の
方
法
…
公
述
を

希
望
す
る
人
は
縦
覧
期
間
中
に
、
申

出
書
に
必
要
事
項
を
記
載
の
う
え
、

述
べ
よ
う
と
す
る
意
見
の
要
旨
（
8

0
0
字
以
内
）
を
添
付
し
、
市
都
市

計
画
課
に
持
参
、
ま
た
は
郵
送
（
当

日
消
印
有
効
）
し
て
く
だ
さ
い
。

都
市

市
民
税
課
窓
口
ま
で
。

胸
必
要
な
も
の
…
次
の
と
お
り
。

①
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
ま

た
は
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、

戦
傷
者
手
帳
の
い
ず
れ
か
交
付
を
受

け
て
い
る
も
の
。

②
自
動
車
検
査
証
。

③
運
転
免
許
証
。

④
平
成
　
年
度
軽
自
動
車
税
納
税
通

24

知
書
。

⑤
認
め
印
。

※
軽
自
動
車
税
の
減
免
は
毎
年
申
請

し
な
け
れ
ば
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■問 
市
民
税
課
市
民
税
班
（
緯
内
線
3

1
7
～
3
1
9
・
3
2
9
）。

税
金

厚
生
年
金
に
関
す
る
こ
と
な
ど
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■時 
5
月
　
日
牙
・
午
前
　
時
～
午
後

24

10

3
時
　
分
。

15

■場 
市
役
所
附
属
棟
2
階
　
会
議
室
。

25

■定 
8
人
（
予
約
制
）。

胸
相
談
時
間
…
一
人
　
分
間
。

30

■申 
5
月
　
日
牙
ま
で
に
左
記
ま
で

10

（
先
着
順
）。

※
事
前
に
基
礎
年
金
番
号
な
ど
が
分

か
ら
な
い
と
相
談
を
受
け
ら
れ
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

■問 
国
保
年
金
課
高
齢
者
医
療
年
金

班
 。　

　
な
お
、
公
述
申
出
書
の
様
式
は
市

都
市
計
画
課
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。

胸
公
述
人
の
選
定
…
公
聴
会
開
催
時

間
に
は
制
約
が
あ
り
ま
す
の
で
、
公

述
希
望
者
が
多
い
場
合
に
は
抽
選
を

行
い
、
本
人
に
通
知
し
ま
す
。

胸
傍
聴
の
申
し
込
み
…
不
要
。

※
満
員
の
場
合
に
は
、
入
場
を
お
断

り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

■問 
市
都
市
計
画
課
千
葉
ニ
ュ
ー
タ
ウ

ン
事
業
対
策
室
（
緯
内
線
7
6
2
）、

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都

市
計
画
課
（
緯
0
4
3
―
2
2
3
―

3
3
7
6
）、
千
葉
県
県
土
整
備
部

都
市
整
備
局
下
水
道
課
（
緯
0
4
3

―
2
2
3
―
3
3
5
5
）。

（１３）平成２４年（２０１２）５月１日号

　協会けんぽは、平成20年10月に設立
し、社会保険庁で運営していた旧政府管
掌健康保険の業務を実施しています。主
に中小企業に勤務されている人とそのご
家族に加入いただいています。
　人口構造の高齢化に伴い、高齢者医療
への拠出金は増加し、医療費が伸び続け
る一方で、昨今の景気低迷による保険料
収入の下降傾向といった構造的要因によ
り、協会けんぽの財政は非常に厳しい状
況で、千葉支部の加入者様の保険料率は、
24年3月分（4月納付分）より、9.44％
から9.93％へ引き上げられることとな
りました。
　保険料率の引き上げを抑えるため、協

会けんぽは国庫補助率の引き上げを政
府・与党に要望してきましたが、24年度
政府予算案には残念ながら盛り込まれず、
3年連続の保険料率の引き上げをお願い
せざるを得ない状況となった次第です。
　加入者のみなさんの医療を支えるため、
今後も健診事業の効果的な推進やジェネ
リック医薬品の普及促進などの医療費適
正化に向けた取り組みをさらに強く進め
てまいります。非常に厳しい経済情勢の
中ではありますが、事業主・加入者のみ
なさんには、何とぞご理解をいただきま
すようお願い申し上げます。
■問 全国健康保険協会（協会けんぽ）・千葉
支部（緯043―308―0521）。

全国健康保険協会（協会けんぽ）からの
お知らせ


